
(ｹｰｽ4)
予防避難ｴﾘｱにおいて必要となる輸送能力と各関係機関保有車両

 放射線防護施設及び屋内退避施設において屋内退避を行う場合は、予防避難ｴﾘｱの各関係機関
保有車両（ﾊﾞｽ等32台、福祉車両31台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様12台、車椅子仕様19台） ）を用いて移動。

 放射線防護施設及び屋内退避施設へは複数回のﾋﾟｽﾄﾝ輸送を実施。

最大対象人数

自家用車で
避難できない住民

保育所の児童 社会福祉施設の入所者

928人 60人 9人
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予防避難ｴﾘｱの

各関係機関保有車両台数
備考

ﾊﾞｽ等
(ﾊﾞｽ、乗用車)

福祉車両※3

(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両※3

(車椅子仕様)

学校、医療機関、社会
福祉施設

20台 3台 3台
合計313人乗車可能
ﾋﾟｽﾄﾝ輸送を想定

伊方町 12台 7台
合計224人乗車可能
ﾋﾟｽﾄﾝ輸送を想定

四国電力 9台 9台
合計81人乗車可能
ﾋﾟｽﾄﾝ輸送を想定

合 計 32台 12台 19台

※2 学校の児童等及び医療機関・社会福祉施設のうち放射線防護施設の入所者は、自施設内に屋内退避を実施

い かた ちょう

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※3 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算



PAZ

UPZ

 物資集積拠点等から予防避難ｴﾘｱまで、県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより物資を供給。供給された物資につい
ては、町職員等により各屋内退避施設等に搬送。

（ｹｰｽ4）予防避難ｴﾘｱにおける物資供給体制

＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地（面積）Ｈ

Ｈ

三机小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（1,410㎡）

瀬戸中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（2,470㎡）

旧二名津小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（590㎡）
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物資供給の流れ
物資集積拠点

又は
航空搬送拠点施設

屋内退避施設

予防避難ｴﾘｱ内の臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる物資搬送

町職員等による物資搬送

佐田岬灯台駐車場
（405㎡）

旧佐田岬小学校跡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（465㎡）

伽藍山山頂駐車場
（470㎡）

旧二名津中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（1,020㎡）

名取ﾄﾝﾈﾙ名取側入り口空き地
（520㎡）

三崎高等学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（3,810㎡）

三崎小中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（2,180㎡）

水本石油横空き地
（405㎡）

瀬戸球場
（2,770㎡）

Ｈ
Ｈ

瀬戸ｱｸﾞﾘﾄﾋﾟｱ
（480㎡）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ
Ｈ

Ｈ

PAZ

UPZ

＜凡例＞
：物資集積拠点（ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ発着可）
：物資集積拠点（ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ発着不可）
：航空搬送拠点施設

松山空港
まつやま

ｱｲﾃﾑえひめ

生涯学習ｾﾝﾀｰ・
えひめ青少年ふれあいｾﾝﾀｰ

愛媛県総合運動公園

宇和島市総合交流拠点施設
（道の駅みま）

う わ じま し

正野海岸埋立地
（410㎡）

佐田岬小学校へき地集会所ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（665㎡）

三崎赤坂前埋立地駐車場
（750㎡）

三崎九四ﾌｪﾘｰ乗り場前空き地
（1,800㎡）

Ｈ

Ｈ
Ｈ

大久小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
（585㎡）

Ｈ
川之浜福祉施設あいじゅ横駐車場

（510㎡）

Ｈ

Ｈ

Ｈ
おおく

Ｈ

Ｈ

Ｈ
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7．UPZ内における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民（避難行動要支援者を含
む）は屋内退避を開始するため、これを円滑に実施できる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準
（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える区域を特定し、当該区域の住民が一時移転等
を行うこととなるため、一時移転等できる体制を整備。一時移転等の対象区域以外は、原子力災害
対策本部の指示があるまで屋内退避を継続。
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UPZ内における防護措置の考え方

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階においては、予防的防護措置として、PAZ
内における住民の即時避難開始とともに、UPZ内（予防避難ｴﾘｱについては、状況に応じた多様な防
護措置）においては住民の屋内退避を開始する。

 放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ば
くのﾘｽｸが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、原子力災害対策本部が、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、毎時20μSvを超過した時から概
ね1日が経過した時の空間放射線量率が毎時20μSvを超過している区域を特定。当該区域の住民
は原子力災害対策本部の指示により1週間程度内に一時移転を実施する。
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PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ

UPZ内は
屋内退避

PAZ内は
即時避難

予防避難ｴﾘｱは状況に
応じた多様な防護措置

※空間放射線量率が毎時500μSv超過となる区域が特定された場
合は当該区域の住民を速やかに避難させる。

屋内退避

UPZ内の防護措置の基本的な流れ

放射性物質の放出

全面緊急事態

１週間程度内に
一時移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv超過
と特定された区域※


